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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第37期中 第38期中 第39期中 第37期 第38期

会計期間

自　平成18年
　　３月１日
至　平成18年
　　８月31日

自　平成19年
　　３月１日
至　平成19年
　　８月31日

自　平成20年
　　３月１日
至　平成20年
　　８月31日

自　平成18年
　　３月１日
至　平成19年
　　２月28日

自　平成19年
　　３月１日
至　平成20年
　　２月29日

売上高 (千円) 15,395,24615,157,72714,524,47130,172,96929,554,915

経常損益 (千円) △519,640△23,610 212,587△588,280△211,825

中間(当期)純損益 (千円) △676,079△707,169 130,687△817,018△1,145,058

持分法を適用した
場合の投資損益

(千円) － － － － －

資本金 (千円) 8,231,7948,231,7948,981,7948,231,7948,981,794

発行済株式総数 (株) 28,047,36328,047,36343,047,36328,047,36343,047,363

純資産額 (千円) 313,906△554,631 634,487 161,945 509,171

総資産額 (千円) 16,168,96915,095,58515,316,25615,687,93914,240,658

１株当たり純資産額 (円) 11.23 △19.85 14.78 5.79 11.86

１株当たり
中間(当期)純損益

(円) △25.16 △25.30 3.04 △29.81 △40.86

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

(円) － － － － －

１株当たり配当額 (円) － － － － －

自己資本比率 (％) 1.9 △3.7 4.1 1.0 3.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △108,243 811,9631,538,879△574,106 672,520

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,657,893△76,064△293,329△1,838,74495,785

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,515,818△641,379 249,2341,823,358△866,694

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 1,593,7671,349,1122,650,9881,254,5931,156,204

従業員数
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
635

(3,532)
593

(2,856)
524　
(2,762)

575
(2,628)

529　
(2,941)

(注) １　当社は中間連結財務諸表及び連結財務諸表を作成しておりませんので、「最近３中間連結会計期間及び最近

２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」については記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社がありませんので、記載しておりません。

４　第37期中、第38期中、第37期及び第38期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、

1株当たり中間（当期）純損失であり、また潜在株式が存在していないため、記載しておりません。

５  第39期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため、記載

しておりません。
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２ 【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当中間会計期間におきまして、株式会社吉野家ホールディングスは、当社株券に対し公開買付けを実施

し、平成20年８月19日成立し、同８月26日当社は、株式会社吉野家ホールディングスの連結子会社となっ

ております。

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 議決権の
所有割合 関係内容

(親会社)
株式会社吉野家ホー
ルディングス

東京都新宿区10,265百万円

事業子会社の株式を保有し、
グループ戦略の立案や経営
資源の最適配分等、グループ
全体の経営管理を行う純粋
持株会社

51.54%

業務・資本提携契約締結
役員１名兼任
株式会社吉野家ホール
ディングス社員１名当社
社外監査役就任　
社員出向受入1名　　　　　   

資金の借入(金額５億円、
期日平成21年２月27日)

(注)有価証券報告書の提出会社であります。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成20年８月31日現在

従業員数(名) 524(2,762)

(注)　従業員数は就業人員(受入出向社員含む。)であり、臨時雇用者数は当中間会計期間の平均雇用人員(１日

８時間換算による月平均人数)を(　)外数で記載しております。

　

　

(2) 労働組合の状況

当社の労働組合は「どんユニオン」と称し日本労働組合総連合会に属し、平成20年８月31日現在の組

合員数は427名でユニオンショップ制であります。

なお、労使関係については良好であり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間会計期間におけるわが国経済は、世界的な原油・原材料価格の高騰、アメリカのサブプライム

ローン問題、株価の低迷などで景気の先行きに対する不安が更に高まって参りました。 

  また、企業の業績悪化や、先行きの不安感から人件費を抑制する動きがあり、賃金が伸び悩む中ガソリ

ンや食品などの日常品価格の上昇が追い討ちをかけ、消費者の生活防衛姿勢が強まり個人消費は上昇の

兆しを見ないまま冷え込みつつあります。 

　外食業界におきましては、中国製輸入冷凍食材からの異物混入や相次ぐ食品偽装表示問題等により、消

費者の食に対する安心・安全への関心が一層高まりました。また、業界内での競争は相変わらず厳しい状

況にあるにも拘らず、原油価格高騰に端を発した原材料の仕入価格の上昇により、売買価格へ転嫁せざる

を得ない企業が増加しております。 

　このような状況の中で、当社は旧株式会社どんとの合併後３年目を迎えることとなりました。この間、慢

性的な赤字体質に陥っていた旧フォルクス店舗を再生すべく抜本的なメニューの見直しや不採算店舗の

閉鎖、希望退職の募集など経営体質改善に向けて全社を挙げて取り組んで参りました。その結果、当中間

会計期間において、計画を上回る利益を計上することが出来ました。当期は３月１日付の社長交代からス

タートし、新体制でのチャレンジとなり、わが社の経営理念で掲げております様に、多くのお客様に「楽

しかった、又来るよ！」とご満足して頂くため、「夢に向けて新たな一歩を！！」という全社方針を掲

げ、更なるお客様の笑顔のために、従業員が一丸となって取り組んでおります。 

　営業面では、お客様満足（CS）の追求として、お客様に求められるメニュー・サービス作りに取り組ん

で参りました。 

　ステーキのどん業態では、今まで以上にお客様の声・現場の意見を反映したメニューを作るため、社内

プロジェクトを立ち上げ、検討を重ねて参りました。随時、フェアメニューとしてお届けしておりますが、

９月のグランドメニュー改定により、今までにないメニューチェンジとしてこれまでよりも幅広い層の

お客様にご満足して頂けるものと考えております。合併後滞っておりました既存店の改装につきまして

も、分煙対策とお客様の居住性の向上を目的とし上期に６店舗実施致しました。また、業績不振の西日本

地区の認知度を高めるため、７月～８月初旬にかけて大阪城公園で開催された毎日放送主催の「オーサ

カキング」に出展し、開催期間中はCM放映も併せて行い、多くのお客様に「ステーキのどん」を知って頂

く機会を作りました。 

　フォルクス業態では、お客様に人気の焼立てパンの訴求に力を入れると共に、ブレッドバー未設置の７

店舗に新たにブレッドバーを導入致しました。下期にも２店舗の導入を計画しております。また、前期西

日本地区で導入しご好評を頂いております日替わりランチにつきましても、７月に東日本地区に導入し、

ご好評を頂いております。 

　しゃぶしゃぶどん亭業態では、QSCレベルの向上に取り組むと共に、ランチタイムのソフトドリンク飲み

放題を導入するなど、お客様のニーズにお応えする施策を実施致しました。また、一方で業態の特徴とし

てご宴会でのご利用が多いことから、全社的にも取り組んでいる飲酒運転の撲滅に積極的に取り組んで

おります。 

　また、従業員満足（ES）に対する取り組みについてもお客様満足（CS）と同じ重要度で進めて参りまし

た。旧株式会社どんにおいて実施しておりました、インセンティブ制度を再度導入することにより、従業

員のモチベーションを高めると共に、今まで以上に『努力が報われる充実感』を感じられる職場作りに

取り組んでおります。何よりも、お客様に接する従業員が笑顔で、前向きに働くことが私どもサービス業

においては重要であり、仕組みとして社内に反映することにより、他社との差別化を図る上での根本施策
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としております。 

　商品面では、前期の当社の利益を圧迫した大きな原因として、諸原材料価格の高騰による、食材原価の高

騰があげられますが、当期においては計画通りの進捗をしています。特に肉類の長期契約による仕入価格

の安定と広範囲からの原料調達により、価格転嫁のリスクを回避する対応を実施し、原価の上昇を抑えて

おります。 

　店舗面では、当中間会計期間における新規出店はございません。平成20年２月29日を持ちまして関西地

区の１店舗を閉鎖しているため、当期首におきまして、店舗数は190店舗となっております。６月末を持ち

まして、契約満了に伴い関西地区の１店舗を閉鎖しているため、当中間期末時点の店舗数は189店舗とな

ります。 

　当期は株式会社吉野家ホールディングスの持分法適用関連会社としてスタートいたしましたが、株式会

社吉野家ホールディングスによる当社株券に対する公開買付けが実施され、平成20年８月19日に成立し、

株式会社吉野家ホールディングスの当社株式の持株比率は51.11％となり平成20年８月26日連結子会社

になっております。業務資本提携契約締結以降取り組んでおります、シナジー効果の追求と発揮に向け

て、各部門においてプロジェクトや委員会が発足しております。 

　これら種々の施策を実施したことにより、当中間会計期間の業績は、既存店の回復に注力しましたが、前

期の西日本地区における店舗閉鎖の影響及び当中間会計期間の新規出店による売上増がなかったため、

売上高は145億24百万円（前年同期比4.2％減）となりました。 

　利益面につきましては、売上高が計画を上回ったこと、原材料価格の高騰はあったものの計画通りの原

価コントロールにより営業利益は３億15百万円（前年同期営業利益１億円）、経常利益は２億12百万円

（前年同期経常損失23百万円）となり、計画を達成しております。 

　また、特別利益として、前期損益修正益等１億22百万円を計上し、特別損失として、役員退職慰労金等１

億51百万円を計上するなどし、中間純利益は、１億30百万円（前年同期中間純損失７億７百万円）となり

ました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間期末における現金及び現金同等物（以下資金という）は、前事業年度末に比べ14億94百万円増

加し26億50百万円となりました。 

　当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果得られた資金は15億38百万円（前中間会計期間は８億11百万円の収入）となりました。

これは主に税引前中間純利益１億83百万円の計上に加え、減価償却費３億29百万円、仕入債務の増加額７

億70百万円、保険の解約による収入３億３百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果使用した資金は２億93百万円（前中間会計期間は76百万円の支出）となりました。これ

は主に定期預金の払戻しによる収入１億94百万円、差入保証金の返還による収入１億56百万円ありまし

たが、定期預金の預入による支出１億59百万円、有形固定資産の取得による支出４億87百万円によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果得られた資金は２億49百万円（前中間会計期間は６億41百万円の支出）となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出９億51百万円、社債の償還による支出３億８百万円ありました

が、短期借入金の増加額５億22百万円、長期借入金の借入れによる収入10億円によるものであります。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

   当社は、最終ユーザーである消費者に直接販売する飲食業を行っておりますので、生産及び受

   注の状況は記載しておりません。

　

(1) 仕入実績

品目別

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

金額(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

原材料 肉類 1,612,908 40.1 77.1

加工食品 673,541 16.8 94.5

青果・野菜 547,761 13.6 89.8

酒・飲料 367,722 9.2 95.9

穀類 403,194 10.0 93.2

その他 381,479 9.5 103.9

計 3,986,608 99.2 86.7

商品 31,896 0.8 85.5

合計 4,018,505 100.0 86.7

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

①　部門別販売実績

部門別

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

金額(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

ステーキのどん 6,337,415 43.7 86.7

フォルクス 4,267,514 29.4 104.2

しゃぶしゃぶどん亭 3,751,744 25.8 106.0

その他（ドン・イタリアーノ他） 167,797 1.1 79.8

合計 14,524,471 100.0 95.8

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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②　地域別販売実績

都道府県別

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
  至　平成20年８月31日)

金額(千円) 構成比(％) 前年同期比(％)

関東地区

茨城県 42,799 0.3 96.9

群馬県 755,634 5.2 102.0

埼玉県 3,994,430 27.5 96.6

千葉県 1,215,912 8.4 104.4

東京都 2,630,471 18.1 101.3

神奈川県 1,615,777 11.1 100.7

栃木県 374,461 2.6 93.1

小計 10,629,488 73.2 99.4

中部地区

長野県 212,078 1.5 90.0

石川県 95,565 0.6 93.9

小計 307,644 2.1 84.9

近畿地区

滋賀県 45,701 0.3 89.3

京都府 502,146 3.4 83.4

大阪府 1,699,812 11.7 95.4

兵庫県 374,598 2.6 96.5

奈良県 96,129 0.7 88.9

和歌山県 46,667 0.3 94.8

小計 2,765,055 19.0 92.7

中国地区

岡山県 104,507 0.7 88.4

小計 104,507 0.7 88.4

九州地区

福岡県 605,871 4.2 80.2

熊本県 111,905 0.8 63.0

小計 717,776 5.0 71.4

合計 14,524,471 100.0 95.8

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　相手先別の販売実績については、総販売実績に対する当該販売実績の割合が10％を超える相手先はあり

ません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間会計期間において、当社の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　なお、平成19年２月期、平成20年２月期の有価証券報告書、平成20年２月期の半期報告書に記載されていた

継続企業の前提に関する注記は、各注記に記載されてきた施策を確実に行ってきたことにより当期より記

載を除外しております。

 

４ 【経営上の重要な契約等】

当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

　

５ 【研究開発活動】

特記すべき事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間会計期間について、前会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 43,047,36343,047,363
大阪証券取引所
(市場第二部)

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式

計 43,047,36343,047,363― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年８月31日 － 43,047,363 － 8,981,794 － 2,257,897

　

EDINET提出書類

株式会社どん(E03123)

半期報告書

11/46



(5) 【大株主の状況】

平成20年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社吉野家ホールディングス 東京都新宿区新宿四丁目３番17号 22,000 51.11

籾山　裕 東京都港区 6,483 15.06

籾山　美紗子 群馬県前橋市 836 1.94

籾山　昌也 東京都港区 821 1.91

株式会社オーエムシーカード 東京都港区港南２丁目16番４号 402 0.94

株式会社東和銀行
群馬県前橋市本町２丁目12番６号
 

323 0.75

アエルコーポレーション株式会社 東京都中央区銀座２丁目７番17号 323 0.75

どん従業員持株会 埼玉県鶴ヶ島市柳戸町７番地１ 233 0.54

アエルＭ＆Ａ第１号投資事業有限責
任組合

東京都中央区銀座２丁目７番地17号 222 0.52

ＡＧＳ株式会社
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４丁目２
番11号

162 0.38

計 ― 31,806 73.90

(注) 　 １ 上記のほか、当社所有の自己株式115千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合0.27％）があり

　 ます。　

  ２ 株式会社吉野家ホールディングスは、当社株券に対する公開買付けを実施し、平成20年８月19日成立し、　

　 平成20年８月26日付けで7,000,000株を取得し、当社の親会社となっております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 115,000
－

株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

42,685,000
42,685 同上

単元未満株式 普通株式 247,363 － 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 43,047,363－ －

総株主の議決権 － 42,685 －

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式14,000株(議決権14個)が含ま

れております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式177株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社どん

埼玉県鶴ヶ島市
柳戸町７番地１

115,000－ 115,000 0.27

計 － 115,000－ 115,000 0.27

　

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月

最高(円) 419 419 409 416 429 420

最低(円) 340 372 380 407 401 376

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動は、次のとおりであ

ります。

　

(１)　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏　名 異動年月日

専務取締役 専務取締役(事業本部長) 中西　譲 平成20年6月1日

執行役員(経営管理本部長) 執行役員(管理本部長) 越智　洋 平成20年6月1日

EDINET提出書類

株式会社どん(E03123)

半期報告書

13/46



第５ 【経理の状況】

１　中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令

第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。) に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に

基づき、当中間会計期間(平成20年３月１日から平成20年８月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第38期中間会計期間(平成19年３月１日から

平成19年８月31日まで)及び第39期中間会計期間(平成20年３月１日から平成20年８月31日まで)の中間財

務諸表について、監査法人トーマツの中間監査を受けております。

　

３　中間連結財務諸表について

「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)第５条第２項

により、当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な

判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。

  なお、当中間会計期間におきまして、子会社の解散を決議し、清算した為、当中間会計期間末において子会

社はありません。
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１ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,518,805 2,788,822 1,209,031

　２　売掛金 166,491 212,848 118,002

　３　たな卸資産 432,724 315,307 472,846

　４　その他 429,796 478,972 471,477

流動資産合計 2,547,81816.9 3,795,95024.8 2,271,35715.9

Ⅱ　固定資産

　 (1) 有形固定資産 ※1

　　 １　建物 ※2 4,385,041 3,993,496 4,135,863

　　 ２　構築物 666,584 564,896 603,326

　　 ３　工具器具備品 303,814 313,540 262,896

　　 ４　土地 ※2 1,333,711 1,333,711 1,333,711

　　 ５　その他 1,835 313,893 4,895

計 6,690,986 6,519,538 6,340,692

　 (2) 無形固定資産 361,799 349,288 348,520

　 (3) 投資その他の資産

　　 １　投資有価証券 ※2 136,567 100,547 118,011

　　 ２　差入保証金 ※2 4,654,411 4,215,142 4,362,828
 

　　 ３　その他 712,939 391,601 806,783

　　 ４　貸倒引当金 △8,938 △55,812 △7,536

計 5,494,980 4,651,478 5,280,087

固定資産合計 12,547,76783.1 11,520,30675.2 11,969,30184.1

資産合計 15,095,585100.0 15,316,256100.0 14,240,658100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　　１　買掛金 932,064 1,428,688 657,955

　　２　短期借入金 ※2 1,886,000 1,465,000 943,000

　　３　１年以内返済

　　予定長期借入金
※2 1,715,140 2,117,741 1,904,558

　　４　１年以内償還

　　予定社債
316,000 16,000 316,000

　　５　未払金 1,163,927 1,532,630 1,394,837

　　６　未払費用 122,365 127,872 96,695

　　７　未払法人税等 84,502 94,005 134,760

　　８　賞与引当金 209,331 245,824 154,047

　　９　店舗閉鎖損失等
　　　　引当金

215,116 － －

　　10　その他 148,780 218,367 167,697

流動負債合計 6,793,22845.0 7,246,13047.3 5,769,55240.5

Ⅱ　固定負債

　　１　社債 340,000 324,000 332,000

　　２　長期借入金 ※2 7,702,192 6,605,242 6,769,536

　　３　退職給付引当金 334,428 358,332 331,616

　　４　役員退職慰労

　　引当金
401,689 48,376 416,989

　　５　長期割賦未払金 10,841 2,008 3,661

　　６　その他 67,838 97,679 108,131

固定負債合計 8,856,98858.7 7,435,63848.6 7,961,93455.9

負債合計 15,650,216103.7 14,681,76995.9 13,731,48696.4
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 8,231,79454.5 8,981,79458.6 8,981,79463.1

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 1,507,897 2,257,897 2,257,897

　　　 資本剰余金合計 1,507,89710.0 2,257,89714.7 2,257,89715.8

　３　利益剰余金

　　(1)その他利益剰余金

　　　 繰越利益剰余金 △10,247,561 △10,554,762 △10,685,450

　　　 利益剰余金合計 △10,247,561△67.9 △10,554,762△68.9 △10,685,450△75.0

　４　自己株式 △46,410△0.3 △51,101△0.3 △48,194△0.3

株主資本合計 △554,279△3.7 633,8274.1 506,0473.6

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　評価差額金

△351△0.0 659 0.0 3,1240.0

　　　 評価・換算

　　　 差額等合計
△351△0.0 659 0.0 3,1240.0

純資産合計 △554,631△3.7 634,4874.1 509,1713.6

負債純資産合計 15,095,585100.0 15,316,256100.0 14,240,658100.0
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② 【中間損益計算書】

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 15,157,727100.0 14,524,471100.0 29,554,915100.0

Ⅱ　売上原価 5,325,14335.1 4,859,89533.4 10,445,90335.3

　　　売上総利益 9,832,58364.9 9,664,57566.6 19,109,01264.7

Ⅲ　営業収入 2,1960.0 1,6300.0 3,5780.0

　　　営業総利益 9,834,78064.9 9,666,20666.6 19,112,59064.7

Ⅳ　販売費及び一般管理費 9,734,49864.2 9,350,42764.4 19,070,37164.6

　　　営業利益 100,2810.7 315,7792.2 42,2190.1

Ⅴ　営業外収益 ※１ 45,9810.3 56,4470.4 97,6120.4

Ⅵ　営業外費用 ※２ 169,8731.2 159,6381.1 351,6581.2

　　　経常利益又は
      経常損失(△)

△23,610△0.2 212,5871.5 △211,825△0.7

Ⅶ　特別利益 ※３ 17,1400.1 122,6820.8 107,7550.4

Ⅷ　特別損失 ※4.5 534,4153.5 151,3151.0 822,8902.8

　　　税引前中間純利益
      又は税引前中間
      (当期)純損失(△)

△540,884△3.6 183,9551.3 △926,960△3.1

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

43,069 51,801 93,008

　　　法人税等調整額 123,215166,2841.1 1,466 53,2670.4 125,089218,0970.8

      中間純利益又は
      中間(当期)純損失
      (△)

△707,169△4.7 130,6870.9 △1,145,058△3.9
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日)

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金資本準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年２月28日

残高（千円）
8,231,7941,507,897△9,540,391△43,620 155,679 6,266 161,945

中間会計期間中の

変動額

 中間純損失(千円) △707,169 △707,169 △707,169

 自己株式の取得

 (千円)
△2,789 △2,789 △2,789

 株主資本以外の項

 目の中間会計期間

 中の変動額(純額）

 (千円)

△6,618 △6,618

中間会計期間中の

変動額合計(千円)
－ － △707,169△2,789 △709,958 △6,618 △716,576

平成19年８月31日

残高(千円)
8,231,7941,507,897△10,247,561△46,410△554,279 △351 △554,631

　

　

当中間会計期間(自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日)

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金資本準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成20年２月29日

残高（千円）
8,981,7942,257,897△10,685,450△48,194 506,047 3,124 509,171

中間会計期間中の

変動額

 中間純利益(千円) 130,687 130,687 130,687

 自己株式の取得

 (千円)
△2,906 △2,906 △2,906

 株主資本以外の項

 目の中間会計期間

 中の変動額(純額）

 (千円)

△2,465 △2,465

中間会計期間中の

変動額合計(千円)
－ － 130,687△2,906 127,780 △2,465 125,315

平成20年８月31日

残高(千円)
8,981,7942,257,897△10,554,762△51,101 633,827 659 634,487
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)

株主資本
評価・換算

差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証

券評価差額金資本準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年２月28日

残高（千円）
8,231,7941,507,897△9,540,391△43,620 155,679 6,266 161,945

事業年度中の

変動額

 新株の発行(千円) 750,000 750,000 1,500,000 1,500,000

 当期純損失(千円) △1,145,058 △1,145,058 △1,145,058

 自己株式の取得

 (千円)
△4,573 △4,573 △4,573

 株主資本以外の項

 目の事業年度中の

 変動額(純額）

 (千円)

△3,141 △3,141

事業年度中の

変動額合計(千円)
750,000 750,000△1,145,058△4,573 350,368 △3,141 347,226

平成20年２月29日

残高(千円)
8,981,7942,257,897△10,685,450△48,194 506,047 3,124 509,171
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 
前中間会計期間

 
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

 
当中間会計期間

 
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税引前中間純利益又は
税引前中間（当期）純損失（△）

△540,884 183,955 △926,960

　　　減価償却費 368,999 329,611 724,445

　　　減損損失 287,122 3,932 392,917

　　　固定資産除却損 19,646 6,192 69,338

　　　投資有価証券評価損 － － 24,155

　　　店舗閉鎖等損失 － － 62,990

　　　特別退職金 － － 86,216

　　　移転等補償金 － － △65,611

　　　保険解約損 － 28,808 －

　　　前期損益修正損 8,500 － －

　　　保険解約益 － △42,881 －

　　　前期損益修正益 △16,838 △20,975 △40,439

　　　役員退職慰労金 － 506,698 －

　　　貸倒引当金の増加額(△減少額) △302 48,276 △1,704

　　　賞与引当金の増加額(△減少額) 36,455 91,776 △18,827

　　　退職給付引当金の増加額(△減少額) 23,575 26,716 20,763

　　　役員退職慰労引当金の増加額
(△減少額)

12,000 △368,613 27,300

　　　店舗閉鎖損失等引当金の増加額
(△減少額)

215,116 － －

　　　受取利息及び受取配当金 △14,263 △20,246 △33,614

　　　支払利息及び社債利息 143,462 124,827 284,259

　　　売上債権の減少額(△増加額) △48,689 △94,846 △200

　　　たな卸資産の減少額(△増加額) △23,053 157,538 △63,175

　　　仕入債務の増加額(△減少額) 272,625 770,733 △1,483

　　　未払消費税等の増加額(△減少額) 104,331 3,375 128,135

　　　未払金の増加額(△減少額) 95,107 231,022 238,560

　　　未払費用の増加額(△減少額) 12,606 31,899 △13,482

　　　その他 63,142 33,744 77,367

　　　　　小計 1,018,661 2,031,547 970,947

　　　利息及び配当金の受取額 1,427 8,721 3,609

　　　利息の支払額 △141,854 △118,878 △280,713

　　　移転等補償金による収入 － － 45,111

　　　保険の解約による収入 － 303,577 －

　　　役員退職慰労金の支払額 － △506,698 －

　　　特別退職金の支払額 － △86,216 －

　　　法人税等の支払額 △66,269 △93,172 △66,433

　　　営業活動による
キャッシュ・フロー

811,963 1,538,879 672,520
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前中間会計期間

 
(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

 
当中間会計期間

 
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入による支出 △187,280 △159,416 △773,698

　　　定期預金の払戻しによる収入 93,246 194,409 724,530

　　　有形固定資産の取得による支出 △140,637 △487,301 △220,743

　　　関係会社の清算による収入 － 12,655 －

　　　差入保証金の差入による支出 △24,409 △7,070 △40,527

　　　差入保証金の返還による収入 183,004 156,270 403,812

　　　その他 11 △2,877 2,411

　　　投資活動による
キャッシュ・フロー

△76,064 △293,329 95,785

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増減額(△減少額) 42,000 522,000 △901,000

　　　長期借入金の借入れによる収入 － 1,000,000 －

　　　長期借入金の返済による支出 △593,002 △951,111 △1,336,240

　　　社債の償還による支出 △8,000 △308,000 △16,000

　　　株式の発行による収入 － － 1,494,567

　　　割賦未払金の返済による支出 △79,587 △10,747 △103,448

　　　自己株式の増加額(純額) △2,789 △2,906 △4,573

　　　財務活動による
キャッシュ・フロー

△641,379 249,234 △866,694

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額

　　 (△減少額)
94,518 1,494,783 △98,389

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,254,593 1,156,204 1,254,593

Ⅵ　現金及び現金同等物の

　　中間期末(期末)残高
1,349,112 2,650,988 1,156,204
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間　（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

当中間会計期間においては、不採算店舗の閉鎖を見込む等で534,415千円の特別損失を計上し、中間純

損失が707,169千円となりましたことから554,631千円の債務超過となり、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。

　当社は、平成18年３月１日に株式会社どんと合併し、新生「どん」としてスタートいたしました。損益の

改善を目指し、収益性の低いフォルクス業態の50店舗を、ステーキのどん業態を中心に業態転換いたしま

した。しかしながら、業態転換に関わる費用の計上、業態転換後の店舗の知名度が浸透しきれなかったこ

と、飲酒運転の社会問題化等による客単価及び来店客数の減少、及び原料である牛肉価格の高騰により損

益状況の改善には至りませんでした。 

　当社はこのような状況を解消すべく、以下の施策を検討しております。資金面では、当中間会計期間末に

おいて現金及び現金同等物の残高1,349,112千円を有し、営業キャッシュフローは811,963千円と前中間

会計期間(108,243千円の支出)と比べ改善傾向にあること、主力銀行と連絡を密にしており、ご支援をい

ただける旨を確認していることから、資金繰りに支障が生じないものと考えております。なお、下期に第

三者割当増資を予定し、債務超過を解消する予定であります。営業面では、上期に引き続き来客数の増加

を図り店舗競争力を強化するため、①職位別の教育研修を実施し人材の育成を図ります。②全店に「カス

タマーボイスノート」を設置し、お客様の声を真摯に受け止め、QSCAの向上を図ってまいります。③店舗

マネジメントレベルの向上を図ります。商品面では、①業態ごとに独自性を持った華のある楽しいメ

ニューの開発に努めます。②メニューの幅を広げるため、高単価商品の開発に努めます。③合併効果を最

大限に発揮するため、食材・資材の統一・改廃を推進し、コストダウンを図ります。管理面では、本社各部

門の業務の標準化を進め、省力化、コストダウンを図ります。経営面では、不採算店舗の閉鎖及び好採算業

態への業態転換を推進してまいります。以上のような諸施策を実施し、黒字化を目指してまいる所存で

す。

　従いまして、中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を

中間財務諸表に反映しておりません。 
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当中間会計期間　（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

該当事項はありません。

　

前事業年度　（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

  １. 当社は、前々期431百万円、前期588百万円、当期211百万円の経常損失を計上し、連続して重要な経常

損失を計上しております。 

当該状況により、平成20年２月29日現在において、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

２. 当社は、このような状況を解消すべく当期の下半期に、業態転換したものの黒字化の目処のたたな

い近畿地区・中国地区・九州地区の不採算店舗を中心に、12店舗閉鎖すると共に、社員の希望退職の募

集を行うなど損益改善への施策を実施してまいりました。営業面では、お客様のニーズにお答えするメ

ニュー開発とサービスの提供を行い、お客様満足度の向上に努める所存です。近畿地区・中国地区・九

州地区への対策としては、京都地区に関西工場を建設中であり、自社工場で製造した食材をその日のう

ちに店舗へ配送し、高品質の食材を提供することでお客様のご支持を広げられるものと考えており、こ

れらの諸施策を実施することにより次年度よりの黒字化を目指してまいります。 

　また、平成19年12月27日に株式会社吉野家ホールディングスとの間で、中・長期的に資本面・業務面の

バックアップを受けることを骨子とする業務・資本提携契約を締結いたしました。この契約に基づき平

成20年２月28日付けで同社を割当先とする払込金総額15億円の第三者割当増資を実施し、債務超過を解

消いたしました。資金面でも問題はないものと考えております。 

３. 従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を

財務諸表に反映しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

１　資産の評価基準及び評

価方法

(1) たな卸資産

① 商品

最終仕入原価法

(1) たな卸資産

① 商品

同左

(1) たな卸資産

① 商品

同左

② 仕込品

総平均法による原価法

② 仕込品

    同左

② 仕込品

同左

③ 店舗材料

主として総平均法による原価

法

③ 店舗材料

    同左

③ 店舗材料

同左

④ 原材料

総平均法による原価法

④ 原材料

    同左

④ 原材料

同左

⑤ 貯蔵品

最終仕入原価法

 

⑤ 貯蔵品

同左

⑤ 貯蔵品

同左

(2) 有価証券

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

・時価のあるもの

中間決算末日の市場価格等

に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

・時価のないもの

移動平均法による原価法

 

(2) 有価証券

① 子会社株式

－

② その他有価証券

・時価のあるもの

同左

                  

         

            

            

 

・時価のないもの

同左

(2) 有価証券

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

・時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基

づく時価法

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)

・時価のないもの

同左

 

２　固定資産の減価償却の

方法

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属

設備は除く)については定額法)

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　12年～38年

構築物　　　10年～20年

工具器具備品５年～９年

 

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年4月1

日以降に取得した有形固定資産

について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ております。

なお、この変更に伴う損益に

与える影響は軽微であります。

 

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属

設備は除く)については定額法)

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　12年～38年

構築物　　　10年～20年

工具器具備品５年～９年

(1) 有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属

設備は除く)については定額法)

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

　建物　　　　12年～38年

　構築物　　　10年～20年

　工具器具備品５年～９年

 

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年4月1日以

降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更してお

ります。

なお、この変更に伴う損益に

与える影響は軽微であります。
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項目

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

 

(2) 無形固定資産

ソフトウェア

自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法

(2) 無形固定資産

　　ソフトウェア

同左

(2) 無形固定資産

　　ソフトウェア

同左

(3) 長期前払費用

均等償却

 

(3) 長期前払費用

同左

 

(3) 長期前払費用

同左

 

３　繰延資産の処理方法 (1) 　　　　　－ (1)           － (1) 株式交付費

支出時に全額費用として処理

しております。

 

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

貸倒損失に備え、一般債権に

ついては貸倒実績率により、破

産更生債権等特定の債権につい

ては個別に回収の可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

従業員への賞与支給に備え、

支給見込額のうち当中間会計期

間の負担額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

 

(2) 賞与引当金

従業員への賞与支給に備え、

支給見込額のうち当期の負担額

を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え、当

事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期末において発

生していると認められる額を計

上しております。

なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。

過去勤務債務については、そ

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により費用

処理しております。

数理計算上の差異について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定額法によ

り、発生事業年度の翌期から費

用処理しております。

ただし、平成18年3月1日付で

引継いだ被合併会社である旧㈱

どんの従業員については、当中

間会計期間末における退職給付

債務に基づき計上しておりま

す。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え、当

事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期末において発

生していると認められる額を計

上しております。

なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。

過去勤務債務については、そ

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により費用

処理しております。

数理計算上の差異について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定額法によ

り、発生事業年度の翌期から費

用処理しております。

ただし、平成18年3月1日付で

引継いだ被合併会社である旧㈱

どんの従業員については、前期

末に退職一時金を凍結している

為、前期末退職給付債務より当

中間会計期間退職者への支払額

を控除した額を計上しておりま

す。　　　　　　　　　　　　　　　

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備え、当

事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生

していると認められる額を計上

しております。

なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分額を

費用処理しております。

過去勤務債務については、そ

の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(５年)による定額法により費用

処理しております。

数理計算上の差異について

は、その発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による定額法によ

り、発生事業年度の翌期から費

用処理しております。

ただし、平成18年3月1日付で

引継いだ被合併会社である旧㈱

どんの従業員については、当事

業年度末における退職給付債務

に基づき計上しております。
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項目

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上しておりま

す。

 

(4) 役員退職慰労引当金

  同左

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

(5) 店舗閉鎖損失等引当金

店舗閉鎖等に伴い発生する店

舗解体費用等の損失に備え、店

舗閉鎖及び店舗業態転換の損失

見込額を計上しております。

 

(5)           －

 

 

(5)　　　　　　－

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左 同左

６　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、特例処理

の要件を満たす金利スワップに

つき、特例処理を採用しており

ます。

　

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

デリバティブ取引は、金利の

変動によるリスク回避を目的と

しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

 

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップは、特例処理の

要件を満たしており、その判定

をもって有効性の評価としてお

ります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

７　中間キャッシュ・フ

ロー計算書(キャッ

シュ・フロー計算書)

における資金の範囲

中間キャッシュ・フロー計算

書上資金の範囲に含めた現金及

び現金同等物は、手許現金、要求

払預金及び取得日から３ヶ月以

内に満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投

資であります。

 

同左 キャッシュ・フロー計算書上

資金の範囲に含めた現金及び現

金同等物は、手許現金、要求払預

金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない短期的な投

資であります。

８　その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項

 

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しておりま

す。なお、仮払消費税等と仮受消

費税等は相殺して差額を流動負

債「その他」に含めて表示して

おります。

 

(1) 消費税等の会計処理

同左

 

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しておりま

す。
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表示方法の変更

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「その他」に含めていた「未払消費税等の増加額(△減少額)」

（△72,010千円）は重要性が増したため、当中間会計期間から区分

掲記しております。

                            ―
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末

（平成19年８月31日)

当中間会計期間末

（平成20年８月31日)

前事業年度末

（平成20年２月29日)

※１　有形固定資産減価償却累計額

9,621,937千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

9,513,551千円

※１　有形固定資産減価償却累計額

9,240,994千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 905,937千円

土地 1,214,074千円

投資有価証券 32,185千円

差入保証金 963,350千円

合計 3,115,546千円

 

担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 88,000千円

１年以内返済予
定長期借入金

433,347千円

長期借入金 4,184,839千円

合計 4,706,187千円

 

※２　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 807,285千円

土地 1,214,074千円

投資有価証券 16,485千円

差入保証金 859,407千円

合計 2,897,251千円

 

担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予
定長期借入金

507,037千円

長期借入金 4,313,854千円

合計 4,820,892千円

 

※２　担保資産及び担保付債務　　　

担保に供している資産は次のとおりで

あります。

建物 832,464千円

土地 1,214,074千円

投資有価証券 17,584千円

差入保証金 926,967千円

合計 2,991,090千円

 

担保付債務は次のとおりであります。

１年以内返済予
定長期借入金

636,937千円

長期借入金 3,903,639千円

合計 4,540,576千円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 14,169千円

賃貸収入 26,340千円

 

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 20,152千円

賃貸収入 32,220千円

 

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 33,473千円

賃貸収入 56,736千円

 

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 137,427千円

社債利息 6,034千円

賃貸原価 25,166千円

 

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 120,427千円

社債利息 4,399千円

賃貸原価 33,342千円

 

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 272,260千円

社債利息 11,998千円

株式交付費 5,432千円

賃貸原価 56,094千円

 

※３　特別利益の主要項目

前期損益修正益 16,838千円     

 

※３　特別利益の主要項目

前期損益修正益 57,801千円     

保険解約益 42,881千円     

 

 

※３　特別利益の主要項目

前期損益修正益 40,439千円

移転等補償金 65,611千円

 

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損

　建物 16,196千円

　構築物 640千円

　工具器具備品 318千円

　その他 2,490千円

　計 19,646千円

 

店舗閉鎖等損失

　減損損失 234,759千円

　店舗閉鎖損失等引当金繰入額

215,116千円

　計 449,876千円

前期損益修正損 8,500千円

減損損失 52,362千円

 

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損

　建物 73千円

　構築物 61千円

　工具器具備品 1,171千円

　その他 4,886千円

　計 6,192千円

 

減損損失 3,932千円

役員退職慰労金 110,885千円

保険解約損 28,808千円

 

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損

　建物 54,197千円

　構築物 640千円

　工具器具備品 318千円

　その他 14,180千円

　計 69,338千円

 

減損損失 133,133千円

リース契約解約損 10,317千円

店舗閉鎖等損失 479,562千円

特別退職金 86,216千円

投資有価証券評価損 24,155千円
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　 前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

※５　減損損失

当中間会計期間において、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しており

ます

場所 用途 種類
金額

(千円)

九州

地区

店舗

８店舗

建物、

その他
145,907

関西

地区

店舗

３店舗

建物、

その他
55,523

関東

地区

店舗

１店舗

建物、

その他
33,328

〃
賃貸用

不動産
土地 37,785

中部・

北陸地区
遊休資産

建物、

その他
14,576

当社は、事業用資産においては、管理会計

上の区分に基づいて、主として各店舗を

基本単位としてグルーピングをしており

ます。

当中間会計期間において閉鎖予定の店舗

及び地価の著しく下落している資産並び

に遊休資産について減損損失を認識し、

各資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額287,112千円のうち

234,759千円は店舗閉鎖等損失に含めて

特別損失に計上し、52,362千円は減損損

失として計上しました。その主な内訳は、

建物174,159千円及び土地37,785千円等

であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額

は、使用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを４%で割り引いて算出し

ております。但し、遊休資産及び地価の著

しく下落している資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定し、市場取引

事例価額等を基礎として算出しておりま

す。

 

※５　減損損失

当中間会計期間において、以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しており

ます

場所 用途 種類
金額

(千円)

九州

地区

店舗

２店舗

工具器具備

品、その他
3,116

関西

地区

店舗

１店舗

工具器具備

品、その他
423

関東

地区

店舗

１店舗

工具器具備

品、その他
392

当社は、事業用資産においては、管理会計

上の区分に基づいて、主として各店舗を

基本単位としてグルーピングをしており

ます。

当中間会計期間において営業活動から生

ずる損益が継続してマイナスとなる店舗

について減損損失を認識し、各資産の帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額3,932千円を減損損失として計上

しました。その主な内訳は、工具器具備品

3,408千円等であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額

は、使用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを４%で割り引いて算出し

ております。

 

※５　減損損失

当期において、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております

場所 用途 種類
金額

(千円)

九州

地区

店舗　

10店舗

建物、

その他
158,283

近畿

地区

店舗

５店舗

建物、 

その他
81,425

関東

地区

店舗３店舗

その他１

建物、土地、

その他
118,210

中部地区

・本社
遊休資産

建物、

その他
34,997

１.当社は、事業用資産においては、管理

会計上の区分に基づいて、主として各店

舗を基本単位としてグルーピングをして

おります。

当期において閉鎖した店舗、営業活動か

ら生ずる損益が継続してマイナスとなる

店舗及び地価の著しく下落している資産

並びに遊休資産について減損損失を認識

し、各資産の帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額392,917千円のうち

259,783千円は、店舗閉鎖等損失に含めて

特別損失に計上し、133,133千円は、減損

損失として計上しました。その主な内訳

は、建物204,425千円及び土地37,785千円

等であります。

なお、当該資産グループの回収可能価額

は、使用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを４%で割り引いて算出し

ております。但し、遊休資産及び地価の著

しく下落している資産の回収可能価額

は、正味売却価額により測定し、市場取引

事例価額等を基礎として算出しておりま

す。

２.店舗閉鎖等損失は、減損損失259,783

千円、店舗賃借契約等解約損136,539千円

等であります。

 

６　減価償却実施額

有形固定資産 366,022千円

無形固定資産 2,977千円

 

６　減価償却実施額

有形固定資産 326,379千円

無形固定資産 3,231千円

 

６　減価償却実施額

有形固定資産 718,482千円

無形固定資産 5,962千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式 28,047 － － 28,047

　

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式（注）1. 99 4 － 104

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

　

当中間会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式 43,047 － － 43,047

　

２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末
株式数（千株）

普通株式（注）1. 107 7 － 115

（注）１　普通株式の自己株式の株式数の増加7千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　

　

前事業年度（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 28,047 15,000 － 43,047

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　第三者割当増資による新株の発行による増加15,000千株

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 99 8 － 107

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加8千株
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

至　平成20年２月29日)

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び預金

中間期末残高
1,518,805千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△169,693千円

現金及び現金同等物

中間期末残高
1,349,112千円

　　

現金及び預金

中間期末残高
2,788,822千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△137,834千円

現金及び現金同等物

中間期末残高
2,650,988千円

　　

現金及び預金

期末残高
1,209,031千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△52,827千円

現金及び現金同等物

期末残高
1,156,204千円
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（リース取引関係）

前中間会計期間

(自　平成19年３月１日

  至　平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自　平成20年３月１日

  至　平成20年８月31日)

前事業年度

(自　平成19年３月１日

  至　平成20年２月29日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

                        （単位：千円）

工具器具

備品

有形

固定資産

(その他)

無形固定資産

(ソフトウェ

ア)

合計

取得価額

相当額
1,999,4341,365,434416,7113,781,580

減価償却

累計額

相当額

793,941667,939178,7311,640,613

減損損失

累計額

相当額

18,68316,3272,70037,711

中間期末

残高

相当額

1,186,809681,167235,2782,103,255

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

                        （単位：千円）

工具器具

備品

有形

固定資産

(その他)

無形固定資産

(ソフトウェ

ア)

合計

取得価額

相当額
1,749,6841,287,091366,0893,402,865

減価償却

累計額

相当額

915,419820,257155,0451,890,723

減損損失

累計額

相当額

37,45422,3225,43965,216

中間期末

残高

相当額

796,810444,511205,6031,446,926

 

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

                        （単位：千円）

工具器具

備品

有形

固定資産

(その他)

無形固定資産

(ソフトウェ

ア)

合計

取得価額

相当額
1,814,4841,333,797357,6403,505,923

減価償却

累計額

相当額

826,654760,874123,9901,711,519

減損損失

累計額

相当額

37,66922,8445,42765,940

期末

残高

相当額

950,161550,079228,2221,728,462

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

     未経過リース料中間期末残高相当額

                        （単位：千円）

１年内 631,052

１年超 1,546,706

合計 2,177,759

リース資産減損勘定の中間残高 25,500

 

(2)未経過リース料中間期末残高相当額等

     未経過リース料中間期末残高相当額

                        （単位：千円）

１年内 540,127

１年超 1,003,526

合計 1,543,654

リース資産減損勘定の中間残高 46,415

 

(2)未経過リース料期末残高相当額等

     未経過リース料期末残高相当額

                        （単位：千円）

１年内 582,908

１年超 1,252,877

合計 1,835,786

リース資産減損勘定の残高 56,799  

 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

                        （単位：千円）

支払リース料 365,853

リース資産減損勘定の取崩額 4,104

減価償却費相当額 336,930

支払利息相当額 30,458

減損損失 5,513

 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

                        （単位：千円）

支払リース料 331,119

リース資産減損勘定の取崩額 10,489

減価償却費相当額 296,753

支払利息相当額 23,878

減損損失 106

 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

                        （単位：千円）

支払リース料 717,688

リース資産減損勘定の取崩額 10,280

減価償却費相当額 659,766

支払利息相当額 58,782

減損損失 42,988

 
(4)減価償却費相当額の算定方法

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　同左

(4)減価償却費相当額の算定方法

　　　同左

(5)利息相当額の算定方法

    リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

 

(5)利息相当額の算定方法

    　同左

(5)利息相当額の算定方法

  　　同左

２　オペレーティング・リース取引

    未経過リース料　（単位：千円）

１年内 182,855

１年超 1,041,474

合計 1,224,330

 

２　オペレーティング・リース取引

    未経過リース料　（単位：千円）

１年内 147,545

１年超 887,646

合計 1,035,191

 

２　オペレーティング・リース取引

    未経過リース料　（単位：千円）

１年内 175,147

１年超 949,419

合計 1,124,566
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（有価証券関係）

前中間会計期間末(平成19年８月31日)

１　子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 52,017 51,666 △351

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 52,017 51,666 △351

　

３　時価評価されていない有価証券

区分 中間貸借対照表計上額(千円)

子会社株式

非上場株式
12,901

その他有価証券

非上場株式
72,000
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当中間会計期間末(平成20年８月31日)

１　子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（千円）

中間貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 27,440 28,547 1,107

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 27,440 28,547 1,107

　

３　時価評価されていない有価証券

区分 中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式
72,000
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前事業年度末(平成20年２月29日)

１　子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価があるもの

区分
取得原価
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

差額（千円）

(1)株式 27,865 33,110 5,245

(2)債券

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3)その他 － － －

合計 27,865 33,110 5,245

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当期において減損処理を

      行い、投資有価証券評価損24,155千円を計上しております。

　　なお、当社の有価証券における減損処理は、原則として、時価の下落が50％以上の場合は全

      銘柄を、時価の下落が30％から50％の場合は、半期で４期連続して下落している場合に減損

      処理を行っております。

 

３　時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式
72,000
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（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、デリバティブ取引には、ヘッ

ジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

　

　

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、該当事項はありません。

　

　

（持分法損益等）

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、関連会社がないため、該当事

項はありません。

　

　

（企業結合等関係）

        該当事項はありません。

　

前へ　　　次へ

EDINET提出書類

株式会社どん(E03123)

半期報告書

39/46



（１株当たり情報）

　
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 △19円85銭１株当たり純資産額 14円78銭１株当たり純資産額 11円86銭

１株当たり中間純損失 25円30銭１株当たり中間純利益 3円04銭１株当たり当期純損失 40円86銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失であり、また潜在株式

が存在していないため、記載してお

りません。

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在していないため、記載してお

りません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、１株当た

り当期純損失であり、また潜在株式

が存在していないため、記載してお

りません。

　

(注)　算定上の基礎

　

１　１株当たり純資産額

項目
前中間会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末
(平成20年２月29日)

純資産の部の合計額(千円) △554,631 634,487 509,171

純資産の部の合計額から控除する金

額(千円)
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の
純資産額(千円)

△554,631 634,487 509,171

中間期末（期末）の普通株式の数

（自己株式控除後）(千株)
27,943 42,932 42,939

　

２　１株当たり中間純利益金額又は中間（当期）純損失金額

項目
前中間会計期間

(自　平成19年３月１日
至　平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年８月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日)

中間純利益又は
中間（当期）純損失（△）(千円)

△707,169 130,687 △1,145,058

普通株主に帰属しない金額(千円) － － －

普通株式に係る中間純利益又は
中間（当期）純損失（△）(千円)

△707,169 130,687 △1,145,058

普通株式の期中平均株式数(千株) 27,945 42,936 28,025
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（重要な後発事象）

　

前中間会計期間　（自　平成19年３月１日　至　平成19年８月31日）

　

希望退職者の募集について

　

当社は、平成19年11月19日開催の取締役会において、希望退職者の募集を行うことを決議いたしまし

た。その概要は次のとおりです。

　

1.希望退職者募集の理由

当社を取り巻く経営環境の変化に対応し、事業収益構造を改革する為、人員体制の見直しと共に経営

資源の集中、経営の効率化を目的として希望退職の募集を行うことといたしました。

　

2.希望退職者募集の概要

募集対象者

平成19年11月１日現在で勤続５年以上且つ40歳以上58歳未満の本部管理職（対象者31名）

募集期間

平成20年１月１日から平成20年１月15日まで

退職日

平成20年２月15日

その他

退職者に対し、所定の退職金の他に特別退職換算金を支給する。

　

これに伴う翌期以降の財政状態及び経営成績に与える影響を現時点で見積もることは困難でありま

すが、平成20年２月期に特別退職金を特別損失として計上する予定であります。

　

　

当中間会計期間　（自　平成20年３月１日　至　平成20年８月31日）

該当事項はありません。

　

　

前事業年度　（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日）

平成20年５月28日開催の第38回定時株主総会で、退任する取締役５名(内創業者１名)、監査役２名に対

する役員退職慰労金の支払が承認され、同日開催の取締役会において取締役分497百万円の支給が決議さ

れるとともに、同日における監査役の協議により監査役分９百万円の支給が決定されました。この結果、

翌事業年度において、特別損失110百万円が計上されます。
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(2) 【その他】

①決算日後の状況

特記事項はありません。

②訴訟

当社は、東京地方裁判所において次の内容による訴訟の提起を受けております。

(1)訴訟の原因及び訴訟の内容

  当社は、株式会社御幸ビルディング所有の建物の一部を同社の承諾を得てセラヴィリゾート株式

会社より「ステーキのどん川崎店・しゃぶしゃぶどん亭川崎店」として転借しておりますが、株式

会社御幸ビルディングは、セラヴィリゾート株式会社が、平成20年５月６日会社更生手続開始の申立

てを行ったため、セラヴィリゾート株式会社に対し解約の通知を行ない、平成20年８月28日にセラ

ヴィリゾート株式会社と当社に対して明け渡しを求めて訴訟を提起したものであります。

(2)訴訟を提起した者

  氏名 株式会社御幸ビルディング

  当社は、株式会社御幸ビルディングのセラヴィリゾート株式会社に対する賃貸借契約の解除は無

効であり、当社とセラヴィリゾート株式会社との転貸借契約も有効であるとの判断から、訴訟対応を

行なっているところであります。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号(代表者の異動)の規定に基づく臨時報告書

平成20年３月３日　関東財務局長に提出

(2) 有価証券報告書及びその添付書類

平成20年５月29日　関東財務局長に提出

事業年度　第38期(自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29日)　

 

(3) 臨時報告書

　 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号(親会社の異動)の規定に基づく臨時報告書

   平成20年８月20日　関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　 平成19年11月26日

株式会社どん

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　杉　本　茂　次　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　後　藤　德　彌　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社どんの平成19年３月１日から平成20年２月29日までの第38期事業年度の中間会計期

間(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社どんの平成19年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間

(平成19年３月１日から平成19年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当中間会計期間において707,169千　　

　　円の中間純損失を計上し、554,631千円の債務超過となっており、継続企業の前提に関する重要な　　　

　　疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表　

　　は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反　　

　　映していない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、平成19年11月19日開催の取締役会において、希望退職　　

　　者の募集を決議した。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　 平成20年11月20日

株式会社どん

取締役会　御中

　

監査法人トーマツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　原　口　  　博　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　後　藤　德　彌　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社どんの平成20年３月１日から平成21年２月28日までの第39期事業年度の中間会計期

間(平成20年３月１日から平成20年８月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社どんの平成20年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間

(平成20年３月１日から平成20年８月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

EDINET提出書類

株式会社どん(E03123)

半期報告書

46/46


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４経営上の重要な契約等
	５研究開発活動

	第３設備の状況
	１主要な設備の状況
	２設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該中間会計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１中間財務諸表等
	(1)中間財務諸表
	①中間貸借対照表
	②中間損益計算書
	③中間株主資本等変動計算書
	④中間キャッシュ・フロー計算書

	(2)その他


	第６提出会社の参考情報

	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

